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保
険

料
の

納
付

方
法

に
つ

い
て

、
以

下
に

必
ず

記
入

し
て

下
さ

い
。

●
保

険
料

の
前

納
を

【
希

望
す

る
・

希
望

し
な

い
（
毎

月
払

）
・

説
明

を
聞

き
た

い
】

●
前

納
を

希
望

す
る

方
は

【
全

期
納

付
・

半
期

納
付

】
で

す
る

。

※
保

険
料

の
前

納
制

度
に

つ
い

て
・
・
・

保
険

料
を

一
定

期
間

分
ま

と
め

て
先

払
い

で
き

る
制

度
で

す
。

全
期

と
は

4
月

～
3
月

。

半
期

と
は

前
期

4
月

～
9
月

、
後

期
1
0
月

～
3
月

。
全

期
ま

た
は

半
期

の
中

で
、

資
格

取
得

の
翌

月
分

か
ら

資
格

喪
失

の
前

月
分

ま
で

の

保
険

料
を

前
納

で
き

ま
す

。
な

お
、

前
納

制
度

で
は

保
険

料
に

若
干

の
割

引
が

あ
り

ま
す

。

以
上

の
要

件
に

つ
い

て
十

分
に

理
解

し
、

検
討

の
上

、
承

知
し

ま
し

た
の

で
任

意
継

続
加

入
の

手
続

き
を

い
た

し
ま

す
。

令
和

年
月

日
氏

名

【
居

住
】

住
所

〒

電
話

番
号

健
康

保
険

任
意

継
続

加
入

に
つ

い
て

（確
認

書
）

東
淀

川
健

康
保

険
組

合

電
話

0
6
-
6
3
2
2
-
0
1
25

◎
任

意
継

続
の

制
度

や
留

意
点

は
、

下
記

の
通

り
で

す
。

十
分

に
検

討
の

上
、

手
続

き
を

し
て

下
さ

い
。

1：
資

格
取

得
の

要
件

1
資

格
喪

失
の

前
日

ま
で

継
続

し
た

被
保

険
者

期
間

が
２

ヶ
月

以
上

あ
る

こ
と

。

2
資

格
喪

失
日

か
ら

2
0
日

以
内

に
資

格
取

得
の

申
請

を
組

合
が

受
付

す
る

こ
と

。

2
:資

格
喪

失
の

要
件

1
資

格
取

得
日

か
ら

２
年

を
経

過
し

た
と

き
。

2
被

保
険

者
が

死
亡

し
た

と
き

。

3
保

険
料

を
納

付
期

限
（
原

則
毎

月
1
0
日

）ま
で

に
納

入
し

な
い

と
き

。
（
納

入
忘

れ
に

よ
る

資
格

喪
失

は
自

己
責

任
）

※
上

記
1
.2

.3
の

何
れ

か
に

該
当

す
る

と
、

そ
の

翌
日

に
任

意
継

続
保

険
の

資
格

は
な

く
な

り
ま

す
。

※
納

付
期

限
以

降
に

保
険

料
を

納
入

し
て

も
、

資
格

は
継

続
で

き
ま

せ
ん

の
で

十
分

注
意

し
て

下
さ

い
。

な
お

、
第

1
回

目
の

納
付

期
限

は
組

合
が

指
定

し
た

日
ま

で
で

す
。

4
職

域
保

険
や

後
期

高
齢

者
医

療
の

被
保

険
者

と
な

っ
た

と
き

。

※
上

記
4
に

該
当

す
る

と
、

資
格

取
得

日
に

任
意

継
続

保
険

の
資

格
は

な
く

な
り

ま
す

。

5
任

意
脱

退
（
任

意
継

続
の

資
格

を
喪

失
す

る
こ

と
）
の

申
出

を
行

っ
た

と
き

。

※
上

記
5
の

申
出

を
行

い
、

健
康

保
険

組
合

が
資

格
喪

失
申

出
書

を
受

理
し

た
日

の
属

す
る

月
の

翌
月

1
日

に
資

格
は

な
く

な
り

ま
す
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3：
保

険
料

額

1
退

職
時

の
標

準
報

酬
月

額
に

よ
っ

て
決

め
ら

れ
、

全
額

自
己

負
担

と
な
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※
保

険
料

に
は

上
限

額
が

決
め

ら
れ

て
い

ま
す
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4：
保

険
給

付

1
在

職
中

と
同

様
に

受
け

ら
れ

ま
す

。
（
傷

病
手

当
金

及
び

出
産

手
当

金
の

支
給

制
度

は
あ

り
ま

せ
ん

）

2
原

則
、

何
れ

の
公

的
医

療
保

険
に

加
入

さ
れ

て
も

、
負

担
割

合
や

医
療

給
付

で
の

違
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は
あ
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ま

せ
ん
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そ
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他

1
任

意
継

続
保

険
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の
納

入
に

か
か

る
手

数
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は
本

人
負

担
で
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（
口

座
自

動
振

替
は

で
き

ま
せ

ん
）
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国

民
健
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保
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に

は
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険
料

の
減

免
制

度
が
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す
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